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研究分野：社会科学 
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１．研究計画の概要 

  将来の東アジア共同市場の形成を先取り

するモデル競争法の提言に向けて、東アジア

経済法の現状と課題、とくに東アジア競争法

の現状と課題を韓国、中国、台湾の研究者と

共同して検討する。２００７年に中国独占禁

止法が制定され、東アジアモデル競争法の提

言を行うべき必要性が強くなった。東アジア

には、市場経済の成立の遅れ、近代裁判手続

の未整備という「後進性」を行政権優位とい

う特色を生かして改善するという独自の発

展の契機が孕まれている。そのために、４国

の研究者が各国の競争法の現状と問題点を

徹底的に分析し討論する。そして「遅れ」を

「強み」に変えて、将来の東アジア共同市場

の形成、さらに将来の共同体の形成の基礎に

経済法、とくに共通競争法を構想して、米国

や欧州と並んだ３局の１局をなす競争法モ

デルを提言する。 

 

 

２．研究の進捗状況 

 これまで日本、韓国、中国、台湾の経済法

研究者の間で共同研究や国際シンポジウム

を頻繁に開催して、各国の経済法、とくに競

争法の現状や課題を繰り返して検討してき

た。法改正があれば、その内容も時間をおか

ずに検討してきた。共同研究の結果として、

共同する４国の経済法研究者は、自国だけで

なく、他の国の経済法の現状と課題を正確な

知識・情報として共有するようになっている。 

 すなわち、第一に、共通項として、いずれ

の国も競争法の運用は行政機関の積極性に

依存しており、私人による裁判所への訴訟が

少ないということが認識されている。また、

各国とも、違反に対する制裁金の減免制度を

導入してカルテル規制の成果をあげている。

これは特記すべきである。協調性（和）を尊

ぶ東アジアでは違反行為を当局に告知申請

して自分だけが制裁金を免れるという裏切

りの振る舞い期待できず、減免制度は制度と

して成功しないだろうという一部の予測（我

われの予測ではない）は完全に外れた。 

 第二に、各国別に見れば、韓国では、１９

９０年代より度重なる改正が行われており、

１９９７年の通貨危機とＩＭＦの支援以降

も財閥規制の問題が依然として大きな課題

である。台湾は公正取引委員会の活動は必ず

しも活発ではなく、独立性のある執行体制の

整備が遅れている。中国では、２００７年に

レベルの高い競争法の実体規定が制定され

たが、執行体制が複雑不透明であり、裁判手

続も未整備のために、運用の課題が山積して

いる。日本では平成１７年改正が大きな成果

を上げたが、そのうち、審判手続の事後手続

化だけが今日において立法的な論争を生み

出している。 

 以上のような、共有された知識をひとつに

概念化すれば、東アジア競争法は、行政シス

テムと分離されない市場システムに対して

適用され、それぞれに困難に直面していると

いうことである。提言されるべきモデル通競
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争法の設計もそれに踏まえることになろう。 

 

３．現在までの達成度 

  ②おおむね順調に進展している。 

（理由) 

研究者は、各国の経済法の現状と課題を正

確な知識・情報として共有するようになっ

た。「行政システムと分離されない市場シス

テムの存在」が浮かび上がってきた。今後も、

共同研究や国際シンポジウムを頻繁に開催

して、各国の競争法の現状や課題を繰り返し

て検討すれば、モデル通競争法の設計も難し

くはないであろう。 

 

４．今後の研究の推進方策 

 競争法の現状に対する共有された理解が

私たちを導く先は、行政権優位の執行という

特色を生かしたモデル競争法の提言である。

これまでの研究計画と研究方法を変更する

ことなく達成することができるだろう。 

 

５.代表的な研究成果 

（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

は下線） 
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